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会社法の一部を改正する法律の概要

　　令和元年10月18日、会社法の一部を改正する
法律案（以下「改正会社法」といいます。）が国
会に提出され、同年12月4日に可決成立、同年12
月11日に公布されました。改正会社法は、下記①
の株主総会資料の電子提供等を除き、公布日か
ら起算して1年6月以内の政令指定日から施行さ
れる予定です。

　　改正会社法の内容は、①株主総会資料の電
子提供、②株主提案権、③取締役の報酬、④補
償契約（会社補償）、⑤役員等賠償責任保険契
約（D&O保険）、⑥業務執行の社外取締役への
委託、⑦社外取締役の設置義務、⑧社債の管
理、⑨株式交付など、多岐に亘ります。

　　本稿では、主たる改正内容である上記各項目
について、その内容を簡潔に説明します。

（１）株主総会に関する規律の見直し
　①株主総会資料の電子提供制度の創設
　　　現行法上は、インターネット等を用いて株主
　総会資料を株主に提供するためには、株主の
　個別の承諾が必要でしたが、株主総会資料を
　ウェブサイトに掲載し、株主に対してそのアドレ
　ス等を書面で通知する方法により、株主総会
　資料を株主に提供することができる制度が新
　たに設けられました。なお、書面での資料提供
　を希望する株主は、書面の交付を請求するこ
　とができます。

　②株主提案権の濫用的な行使を制限するため
　の措置の整備

　　　近年、一人の株主が膨大な数の議案を提
　案するなど、株主提案権の濫用的な行使事例
　が発生し、権利の濫用と認められた裁判例も
　あることから、株主が提案することができる議
　案の数を10までとする上限が新たに設けられ
　ました。

（２）取締役等に関する規律の見直し
　③取締役の報酬に関する規律の見直し
　　　取締役の報酬について、これを適切に機能
　させ、その手続きを透明化すべく、以下の規定
　が新たに設けられました。

　　▷　上場会社等において、取締役の個人別の
　　　報酬の内容が株主総会で決定されない
　　　場合には、取締役は、その決定方針を定
　　　め、その概要等を開示しなければならない

　　▷　取締役の報酬として株式等を付与する
　　　場合の株主総会の決議事項に、株式等
　　　の数の上限等を加える

　　▷　上場会社が取締役の報酬として株式を発
　　　行する場合には、出資の履行を要しない

　　▷　事業報告による情報開示を充実させる
　④会社補償に関する規律の整備
　　　役員等の責任を追及する訴えが提起され
　た場合等に、株式会社が費用や賠償金を補

　償すること（会社補償）については、利益相反
　性があるが、現行法上は、会社補償について
　直接に定めた規律はないところ、株式会社が
　会社補償をするために必要な手続規定や会
　社補償をすることができる費用等の範囲に関
　する規定が新たに設けられました。

　⑤役員等賠償責任保険契約に関する規律の整備
　　　株式会社が役員等を被保険者とする会社
　役員賠償責任保険（D&O保険）に加入する
　ことについては、利益相反があり得るが、現行
　法上は、D&O保険への加入について直接に
　定めた規律はないところ、株式会社が役員等
　を被保険者とする会社役員賠償責任保険
　（D&O保険）に加入するために必要な手続
　規定等が新たに設けられました。

　⑥業務執行の社外取締役への委託
　　　現行法上、業務を執行した場合には社外
　性を失うとされていることにより、社外取締役
　が期待されている行為をすることが妨げられ
　ることがないようにする必要性が指摘されて
　いるところ、株式会社と取締役との利益相反
　状況がある場合等において取締役会が社外
　取締役に委託した業務については、社外取締
　役がこれを執行したとしても、社外性を失わな
　いものとされました。

　⑦社外取締役を置くことの義務付け
　　　現行法上、上場会社等が社外取締役を置
　かない場合は、株主総会で理由を説明しなけ
　ればならないところ、上場会社等は、社外取締
　役を置かなければならないものとされました。

（３）社債の管理等に関する規律の見直し
　⑧社債の管理に関する規律の見直し
　　　社債の管理については、現行法上、社債管
　理者の制度があるものの、権限が広く、責任
　が重いことを原因として、なり手の確保が難しく、
　利用コストも高くなると指摘されているところ、社
　債権者において自ら社債を管理することがで
　きる場合を対象として、社債管理補助者に社
　債の管理の補助を委託することができる制度
　が新たに設けられました。

　⑨株式交付制度の創設
　　　現行法上、自社の株式を対価として他の会
　社を子会社とする手段として株式交換の制度
　があるものの、完全子会社とする場合でなけ
　れば利用することができない一方で、自社の
　新株発行等と他の会社の株式の現物出資と
　いう構成をとる場合には、手続きが複雑でコス
　トがかかるという指摘がされているところ、完
　全子会社とすることを予定していない場合で
　あっても、株式会社が他の株式会社を子会社
　とするため、自社の株式を他の株式会社の株
　主に交付することができる制度が新たに設け
　られました。
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